
（お知らせ） 

令和５年３月３１日 

防 衛 省 

 

 

日中防衛当局間ホットラインの設置について 

 

 

１．３月３１日、これまで本年春頃の運用開始にむけ調整を行ってきた「日中

防衛当局間ホットライン」が、日中双方における器材の設置及び回線の敷設

を完了し、設置されました。 

 

２．今後、日中防衛当局間において「日中防衛当局間ホットライン」の運用を

開始することとなります。 

 

３．「日中防衛当局間ホットライン」を含む「日中防衛当局間における海空連

絡メカニズム」は、日中防衛当局間の信頼醸成や不測事態の回避等を目的と

しており、防衛省・自衛隊としては、ホットラインを適切に運用してまいり

ます。 

 

（以上） 

 

 

 


